
栃木県育休任期付職員（保健師）募集案内 

                                                        令和７年１２月２日 

                                                         栃木県中央児童相談所 

 

育児休業をする職員の代替職員（保健師）を募集します。 

 

１ 職種・募集人員・職務内容 

 

２ 応募資格 

(1) 下記の選考試験日現在、保健師の免許を有している方 

(2) 次のいずれかに該当する方は、応募できません。 

  ア 成年被後見人又は被保佐人（民法の一部を改正する法律の規定により従前の例による 

こととされる準禁治産者を含む。） 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの方 

ウ 栃木県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過していない方 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

※ 日本国籍を有しない方も応募できます。ただし、公権力の行使又は公の意思形成への

参画に携わる職に就くことはできません。 

 また、就職が制限されている在留資格の方は応募できません。 

 

３ 選考試験の内容・日時・会場・合格者発表 

 

 

 

 

職 種 

 

募集人員 任 用 予 定 期 間   職  務  内  容 

保健師 

 

１名 令和８年４月１日から 

令和９年 12月 26日 まで 

※職員の育児休業期間の変

更に伴い、任用期間が変更に

なる場合があります。 

･児童虐待相談への対応業務（児童虐待

通告への初期対応、関係機関との連絡

調整） 

･児童虐待に関する事業･会議 

･市町への児童虐待に関する支援 

内  容 日    時 会    場 合格者発表 

面接試験 

作文 

経歴調査 

応募があり次第調整

します 

栃木県中央児童相談

所 

試験終了後、１週間以内に

受験者全員に合否を連絡し

ます。 



４ 選考試験に関する種目・内容 

種   目 内         容 

面接試験 人物及び専門的知識等について、個別面接法による試験を行います。 

作文 志望の動機や採用された場合の抱負等について簡単な作文を書いて

いただきます。 

経歴調査 応募資格の有無について調査します。（提出頂いた履歴書、卒業証明

書及び履修証明書等を審査することにより行います。） 

 

５ 勤務条件等（令和７年４月１日現在） 

(1) 給与 

給料月額の例 月額 ２５３，１００円～（保健師（短３）の場合） 

※学歴、職歴等に応じ加算措置があります。 

※このほか、通勤手当、扶養手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当、住居手当等がそ

れぞれの条件によって支給されます。 

※地方公務員等共済組合法に定める組合員となり、短期給付事業(医療保険)、厚生年 

金保険、福祉事業(健康診査等)が適用されます。その他、雇用保険に加入します。 

※昇格、昇給はありません。 

(2) 勤務時間については、 

 ８：３０～１７：１５ 

業務の状況に応じて、超過勤務が生じることもあります。 

(3) 休暇は、任用予定期間に応じて年間最大２０日の年次休暇、疾病等の場合に与えられ

る傷病休暇、忌引休暇、夏季休暇等があります。 

(4) 任用期間中は、営利企業等の従事制限や守秘義務など地方公務員法の服務に関する規

定が適用されます。 

 

６ 応募手続 

(1)  応募者は、(2)の書類を栃木県中央児童相談所まで郵送又は持参してください。 

（提出先については、「７ 応募先・問い合わせ先」参照） 

  【受付期間】 

 随時（土曜日・日曜日・祝日は受付できません） 

 持参の場合は平日８：３０～１７：１５ 

(2)  応募書類（各１部） 

ア 栃木県産休・代替職員採用選考試験申込書（受付票） 

イ 履歴書（市販の様式で可） 

  ウ 応募資格の免許証の写し（保健師及び保育士） 

エ 最終学校卒業証明書及び履修証明書（心理のみ該当。心理学を履修したことが記載

されたもの） 

 

７ 応募先・問い合わせ先 



   栃木県中央児童相談所 

   〒３２０－００７１  栃木県宇都宮市野沢町４－１ 

   電話 ０２８－６６５－７８３０ 


